
 北海道公安委員会告示第187号

　平成18年北海道公安委員会告示第150号（警備員等の検定等に関する規則の規定に

） 、よる北海道公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務 の一部を次のように改正し

 令和８年４月１日から施行する。

 　　令和７年９月30日

 北海道公安委員会委員長　吉　本　淳　一　

 　表を次のように改める。

路　　　線　　　名 区　　　　　　　域

 一般国道５号

 一般国道12号

 一般国道36号

 一般国道37号

 一般国道38号

 一般国道229号

 一般国道230号

 一般国道231号

 一般国道234号

 一般国道235号

 一般国道236号

 一般国道237号

 一般国道274号

 一般国道275号

 一般国道276号

 一般国道336号

 一般国道337号

 一般国道393号

 一般国道451号

 一般国道452号

 一般国道453号

 道道　洞爺湖登別線

 道道　札幌夕張線

  道道　岩見沢月形線

 道道　月形厚田線

 道道　当別浜益港線

 道道　三笠栗山線

 道道　襟裳公園線

 道道　石狩手稲線

  道道　江別恵庭線 札幌方面に所在する警察署が管轄する地域



道道　岩内洞爺線

道道　芦別美瑛線

道道　岩見沢石狩線

 道道　札幌環状線

道道　豊浦京極線

道道　室蘭環状線

道道　札幌当別線

道道　芦別砂川線

道道　江別インター線

道道　札幌北広島環状線

 道道　静川美沢線

道道　平取穂別線

道道　宮の沢北１条線

道道　前田新川線

道道　樽前錦岡線

道道　舞鶴追分線

道道　豊丘余市停車場線

道道　早来千歳線

道道　琴似停車場線

道道　蘭越ニセコ倶知安線

道道　下手稲札幌線

道道　西野白石線

道道　京極倶知安線

道道　占冠穂別線

道道　東雁来江別線

道道　苫小牧環状線

道道　大麻東雁来線

道道　樽川篠路線

道道　栗沢南幌線


